
盗難補償優遇制度 適用申請書

●盗難補償優遇制度は、下記の盗難補償ご負担額と組立手数料の合計額で盗難車と同等の新車をお買い求めいただける制度です。
　（モデルチェンジや生産中止などにより、スペックダウンする可能性があります。）

●盗難補償優遇制度の詳細は下記の（1）～（6）をご確認頂き、ご理解・遵守をお願いします。

電動アシスト自転車
特定小型原動機付自転車

ツインロック搭載
一般自転車

購入日より 3 年間

購入日より 3 年間

3 本

3 本

盗難車本体（充電器込み）の
希望小売価格（税込）×30% 4,400 円（税込）

4,400 円（税込）

（1）盗難補償を受けるためには商品登録（ご愛用者登録）が必要です。
製品付属の商品登録ハガキ、または会員サービス「CLUB Panasonic」で商品登録をいただいた場合のみ、本制度を受けることが
できます。

（2）盗難補償の期間と範囲
お買い求めの日から3年が経過しない自転車かつ、盗難日より90 日以内にお申し込みいただいた場合に限ります。

※別売部品などを含む装着部品の盗難は除きます。

（3）盗難補償の申請に必要なもの
①盗難補償優遇制度適用申請書（本紙）

②盗難被害届の受理番号（原紙は添付しないでください）

③盗難車の保証書（原本）

④盗難車の純正キー（3本）および電子キー 1個（対象車種のみ）

（4）盗難車の所有権
「（３）盗難補償の申請に必要なもの」に掲げる全てのものを販売店が受領した日を申請日とし、申請日の当日から起算して11日目に
盗難車の所有権がパナソニック サイクルテック㈱に移転します。そのため、申請日の当日から起算して11日目以降に盗難車が発見
された場合、当社は、当該車両の引取りを行って処分いたします。（管轄警察署または保管施設から申請者本人の引取りを求められ
る場合があり、その場合は保管場所から引取りのうえ、車両を当社に引渡し頂きます）

申請日の当日から起算して 10 日目までの期間においては、盗難車（その状態に関わらず）の所有権は申請者に帰属しています。盗
難車が発見された場合、申請者は、本申請をした販売（代納）店へのご連絡、警察へ手配の解除等をすみやかに行うこととします。
これらの手続きを行わず、当社の補償を受けられますと、損害賠償請求をさせて頂くことがあります。

（5）盗難補償を受けることができない場合

（6）合意管轄
本制度または本申請に関する紛争が生じた場合には、その訴額に応じて大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属
的合意管轄裁判所とします。

組立手数料盗難補償ご負担額鍵提出盗難補償適用期間自転車の種類

※オープン価格商品の盗難補償ご負担額は、販売店よりパナソニック サイクルテック㈱へお問い合わせください。

⑥（3）の盗難補償の申請に必要なものがそろわない場合
⑦申請日当日から起算して、10日目までに
　盗難車が発見された場合
⑧盗難補償車が再度、盗難にあった場合
⑨自転車の占有を喪失していない場合
⑩盗難以外の理由で自転車の占有を喪失した場合

①自転車　防犯登録がされていない場合
　特定小型原動機付自転車　ナンバー登録がされていない場合
②商品登録をされていない場合
③施錠せず盗難にあった場合
④補償期間が過ぎている場合
⑤景品などの贈呈品または他人からの譲受品の場合

※特定小型原動機付自転車は市区町村役場にて盗難車の廃車手続きを行ってください。廃車申告がない場合、当該車両に対して毎年課税される可能性がございます。
※記載内容は 2025 年 12 月1日現在のものです。

パナソニック サイクルテック株式会社



盗難補償優遇制度 適用申請書

1. お客様ご記入欄

2. 販売店（代納店）ご記入欄 ※保証書に記載されている内容をご記入ください。

記載内容に相違がなく、本申請書に記載の内容を理解・遵守することを確認のうえ、申請します。

フリガナ

氏　名

住所

2 0 年 月 日

連絡先（　　　　）　　　　　ー

（〒　　　　ー　　　　）

防犯登録または
標識番号

パナソニック販売店コード

3. 支店・代理店 確認欄
以下申請時の記入は不要

（店名）

住　　所

上記商品を販売（代納）したことを証明します。

コード

4. パナソニック サイクルテック（株） 使用欄

盗難日
盗難場所
届出警察署

盗難被害届の受理番号

お客様情報記入欄

（兼 申請欄）

盗難車 品番
盗難車 車体番号
代替車 品番

販売（代納）証明欄

販売（代納）日     2 0                        年                          月                        日

支店・営業課

係印検印

□ 記入された内容に間違いはありませんか？
□ お客様の捺印はありますか？
□ 保証書の原本、盗難車の純正キー3本が添付されていますか？

申請に必要なものが全て揃い、販売店が受領した日付を記入してください。
受領後は速やかに販売店より担当セールスへご連絡をお願いします。

2 0 年 月 日申請日

上記に入力いただきました個人情報は、盗難補償優遇制度の適用及び自転車の受け渡し時の本人確認、または住所確認にのみ利用させていただきます。

チェックリスト
（提出前に再度ご確認ください）

印

代理店・支店・営業課名

チェックリスト ( 支店・営業課用 )
□ お客様は商品登録を完了していますか？
□ 盗難日から90日以内に申請されていますか？

申請No.

パナソニック サイクルテック株式会社


